


「

　
赤
穂
浪
士
の
吉
良
邸
討
ち
入
り
か
ら
百
八
年
経
過
し
た
文
化
六

年
（
一
八
○
九
）
に
着
手
し
て
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
完

成
し
た
徳
川
幕
府
管
選
の
歴
史
書
『
徳
川
実
記
』
に
は
、
上
野
介

義
央
を
「
附
け
届
け
」
を
あ
て
に
す
る
強
欲
で
、
厚
顔
無
恥
の
人

物
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
「
吉
良
は
式
典
に
通
ず
る
こ
と
当
代
随
一
な
り
。

　
　
さ
れ
ば
賄
賂
を
む
さ
ぼ
り
甚
だ
高
慢
な
り
」

　
『
徳
川
実
記
』
が
事
実
に
反
し
て
、
上
野
介
義
夫
を
悪
人
に
仕
立

て
る
記
述
は
、
松
の
廊
下
刃
傷
事
件
の
原
因
を
五
代
将
軍
綱
吉
時

代
の
御
公
儀
の
失
政
が
原
因
で
あ
る
の
を
、
上
野
介
義
央
の
内
匠

頭
長
矩
に
対
し
て
の
仕
打
ち
が
原
因
で
発
生
し
た
事
件
で
あ
る
と

原
因
の
す
り
替
え
を
行
い
、
御
公
儀
の
失
政
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ユ

す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
御
公
儀
の
失
政
の
最
た
る
も
の
は
「
生
類
憐
れ
み
令
」
「
大
奥

の
浪
費
」
そ
れ
に
加
え
て
明
暦
の
江
戸
大
火
の
復
興
等
に
よ
る
支

出
で
幕
府
財
政
が
逼
迫
し
た
の
で
、
将
軍
綱
吉
は
お
側
用
人
柳
沢

吉
保
と
計
っ
て
財
政
立
て
直
し
と
し
て
、
親
藩
・
外
様
を
問
わ
ず

落
度
に
よ
る
除
封
・
削
封
を
行
っ
て
幕
府
領
と
す
る
策
を
と
っ
た
。

綱
吉
時
代
に
封
を
奪
わ
れ
た
大
名
は
、
二
十
余
家
・
石
高
百
四
十

万
石
に
も
上
っ
た
と
い
う
。

　
石
高
五
万
三
千
石
な
れ
ど
製
塩
事
業
で
莫
大
な
収
入
を
得
て
い

た
と
見
ら
れ
て
い
た
赤
穂
薄
を
、
幕
府
領
若
し
く
は
柳
沢
吉
保
領

に
し
て
幕
府
財
政
を
潤
す
こ
と
を
計
画
し
た
。
藩
主
内
匠
順
長
矩

は
短
慮
で
持
病
（
病
）
持
ち
で
あ
る
の
で
、
赤
穂
藩
の
国
替
え
の

方
針
を
示
せ
ば
内
匠
頭
長
矩
は
必
ず
騒
動
を
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。

そ
の
咎
と
し
て
赤
穂
藩
を
断
絶
さ
せ
領
地
は
召
し
上
げ
て
幕
府
領

か
柳
沢
領
に
し
そ
の
上
、
浅
野
本
家
の
安
芸
・
備
中
四
二
万
石
を

監
督
不
行
き
届
き
の
責
に
よ
っ
て
削
封
を
行
い
、
そ
れ
も
幕
府
領

に
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
、
上
野
介
義
央
に
赤
穂
藩
の
「
国

替
え
」
の
話
を
内
匠
頭
長
矩
に
伝
え
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
中
の
「
元
禄
捺
乱
」
で
は
、
将
軍
綱
吉
と

柳
沢
吉
保
が
赤
穂
藩
は
勿
論
の
事
、
吉
良
家
ひ
’
い
て
は
上
杉
藩
を

も
取
り
潰
し
を
狙
っ
て
仕
掛
け
た
出
来
事
で
あ
る
。
）

　
と
こ
ろ
が
、
内
匠
順
良
矩
は
こ
と
も
あ
ろ
う
に
勅
使
接
待
の
殿

中
で
、
病
の
発
作
（
刃
傷
事
件
）
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
の
事
件
で
内
匠
順
長
矩
を
取
調
べ
れ
ば
、
理
不
尽
な
「
国
替

え
」
が
公
に
な
る
の
を
恐
れ
た
綱
吉
と
吉
保
は
、
ろ
く
な
取
調
べ

も
せ
ず
即
刻
切
腹
を
言
い
渡
し
た
。
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易
に
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
む
し
ろ
、
柳
沢
吉
保
が
自

　
己
の
手
に
収
め
る
た
め
、
吉
良
を
通
じ
て
浅
野
に
転
封
願
い
を

　
出
せ
と
言
っ
た
と
解
し
た
方
が
良
い
。
い
な
、
吉
良
が
柳
沢
に

　
お
も
ね
っ
て
そ
れ
を
発
言
し
た
も
の
と
解
し
た
方
が
、
さ
ら
に

　
現
実
で
あ
る
。
そ
う
考
え
た
私
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
元

　
禄
太
平
記
』
に
こ
の
説
を
と
り
入
れ
て
み
た
（
原
文
転
記
）
」
。

そ
の
『
武
家
不
断
枕
』
原
本
の
全
文
は
未
発
表
で
、
堀
氏
が
生
前

部
分
的
に
発
表
し
た
記
事
よ
り
判
断
す
る
し
か
な
く
、
堀
氏
が
死

亡
し
た
現
在
で
は
全
文
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
と
云
え
る
。
現
存

す
る
『
武
家
不
断
枕
』
は
上
下
二
巻
か
ら
な
っ
て
お
り
、
昭
和
五

一
年
所
持
者
Ｈ
氏
の
生
前
に
、
現
物
を
目
の
前
に
し
て
上
巻
は
写

本
・
下
巻
は
原
本
と
の
説
明
を
受
け
た
。
（
関
連
記
事
は
『
別
府

史
談
』
創
刊
号
に
）

上
巻
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。

武
家
不
断
枕
上

浅
野
長
矩
於
殿
中
意
趣
討
之
事

死
生
有
命
富
者
在
天
官
位
俸
緑
無
随
身
諸

随
不
同
命
天
に
時
在
り
地
に
財
あ
り
他
人
と
是
を

共
に
す
る
者
は
仁
也
仁
の
あ
る
所
天
下
帰
也
人
の
死

を
ゆ
る
し
人
の
難
を
解
人
の
患
を
す
く
ひ
人
の
急
を

救
ふ
ハ
徳
な
り
徳
の
あ
る
所
天
下
帰
也
人
と
憂
を
同
じ

好
を
同
じ
悪
を
同
じ
ふ
す
る
も
の
義
也
義
の
あ
る

所
天
下
赴
也
凡
人
死
を
悪
ん
で
生
を
た
の
し
む
（
後
略
）

　
　
『
武
家
不
断
枕
』
の
序
文
に
あ
た
る
こ
の
文
章
は
、
書
名
の
如

く
元
禄
時
代
の
武
士
は
戦
う
こ
と
を
忘
れ
、
寝
所
で
枕
を
使
用
す

る
が
如
き
願
廃
ム
ー
ド
は
、
御
公
儀
の
失
政
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

喧
嘩
両
成
敗
の
御
法
度
は
、
将
軍
綱
古
に
よ
っ
て
破
ら
れ
御
公
儀

の
威
信
を
な
く
し
民
衆
の
批
判
を
浴
び
た
。

　
お
側
用
人
柳
沢
吉
保
は
、
綱
吉
に
取
り
入
っ
て
百
六
十
石
取
り

か
ら
大
名
に
出
世
し
、
老
中
お
も
指
図
す
る
御
公
儀
の
責
任
者
と
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な
っ
た
。
こ
の
綱
吉
・
吉
保
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
御
公
儀
は
、
人

の
道
で
あ
る
仁
・
徳
・
義
を
無
視
し
た
元
禄
時
代
を
作
り
上
げ
た

と
、
著
者
で
あ
る
林
仲
助
は
云
い
た
か
っ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。

　
　
『
武
家
不
断
枕
』
に
記
さ
れ
て
い
る
松
の
廊
下
の
刃
傷
事
件
を
、

三
百
年
後
の
今
日
考
証
し
て
み
る
。
（
「
　
」
内
は
堀
氏
の
文
章

を
転
記
し
た
も
の
で
あ
る
）
赤
穂
藩
国
替
え
と
赤
穂
塩
に
つ
い
て

「
・
：
お
国
表
の
塩
田
の
事
、
げ
に
珍
重
と
お
賞
に
あ
づ
か
り
た

る
も
、
か
ね
が
ね
御
ん
転
懇
な
る
高
家
吉
良
ど
の
よ
り
、
内
々

の
お
も
ら
し
の
事
、
あ
ら
せ
ら
れ
・
：
」

赤
穂
の
塩
に
つ
い
て
、
か
ね
て
よ
り
お
見
知
り
頂
い
て
お
る
高
家

吉
良
上
野
介
義
央
様
よ
り
、
大
変
な
お
誉
め
を
い
た
だ
き
つ
つ
い

で
に
と
申
さ
れ
る
に
は
、
内
々
の
話
で
あ
る
が
ご
公
儀
で
は
、
赤

穂
藩
の
国
替
え
転
封
を
計
画
し
て
い
る
も
、
言
い
出
せ
な
く
て
柳

　
「
・
：
入
り
浜
・
揚
げ
浜
に
、
み
そ
そ
ぎ
の
頃
あ
い
は
、
陽
光
と

も
に
容
易
な
り
。
竃
戸
・
薪
柴
と
て
、
そ
の
ほ
ど
よ
さ
は
有
難

き
こ
と
な
り
。
か
て
て
加
え
て
、
か
づ
か
づ
の
塩
付
け
を
な
し

た
る
に
よ
り
、
き
き
し
に
ま
さ
る
佳
品
な
り
。
こ
温
・
食
看
の

将
″
の
た
と
へ
、
こ
こ
も
と
赤
穂
塩
を
帥
と
云
わ
れ
し
は
誠
な

り
。
さ
り
な
が
ら
、
公
方
さ
ま
、
は
ば
か
る
御
様
子
と
て
な
く
、

美
濃
守
さ
ま
へ
、
お
召
し
上
げ
、
お
か
ま
い
な
し
の
由
。
ま
ま

伝
え
聞
き
し
も
、
は
て
さ
て
、
た
え
な
き
さ
ま
多
か
る
べ
し
。

斯
る
こ
と
、
塩
香
風
色
で
あ
れ
ば
か
し
・
：
」

赤
穂
の
塩
田
は
、
人
浜
式
赤
穂
型
開
発
塩
田
・
揚
浜
式
旧
型
塩
田

と
も
に
、
瀬
戸
内
の
遠
浅
な
地
形
と
雨
も
少
な
く
日
照
時
間
の
長

い
気
象
条
件
を
利
用
し
た
天
日
干
し
塩
に
、
優
れ
た
窯
ゆ
で
の
技

術
が
加
え
ら
れ
て
、
出
来
上
っ
た
塩
は
純
度
の
高
い
真
白
な
結
晶

で
食
塩
と
し
て
日
本
一
の
絶
品
で
あ
る
こ
と
。
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沢
美
濃
守
吉
保
様
は
難
渋
し
て
い
る
。
そ
こ
で
貴
殿
よ
り
国
替
え
　
　
　
　
将
軍
綱
吉
様
は
、
柳
沢
美
濃
守
様
に
赤
穂
五
万
三
千
石
を
召
し

希
望
を
申
し
で
た
ら
美
濃
守
様
は
お
喜
び
に
な
っ
て
、
屹
度
良
き

よ
う
に
取
り
計
ら
っ
て
く
だ
さ
る
だ
ろ
う
か
ら
と
聞
か
さ
れ
た
。

上
げ
て
如
何
に
し
よ
う
と
、
美
濃
守
の
勝
千
仄
第
だ
と
申
さ
れ
た
。

と
聞
い
た
が
、
将
軍
綱
吉
は
大
名
の
活
殺
権
の
乱
用
を
又
は
じ
め

た
か
困
っ
た
も
の
だ
・
…

￥
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一
、
刃
傷
事
件
後
の
元
禄
一
四
年
三
月
、
警
護
の
厳
し
い
ご
城
内

　
　
の
呉
服
橋
門
内
の
吉
良
邸
を
返
上
さ
せ
、
警
護
さ
れ
て
な
い

　
　
城
外
隅
田
川
東
岸
新
開
地
本
所
松
坂
町
に
邸
替
え
が
命
じ
た
。

　
　
（
赤
穂
方
に
襲
撃
し
や
す
く
計
ら
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）

二
、
討
ち
入
り
前
に
、
急
に
赤
穂
浪
士
の
詮
索
が
ゆ
る
め
ら
れ
た
。

三
、
寅
の
上
刻
（
午
前
四
時
）
の
討
ち
入
り
と
は
云
え
、
四
十
余

　
　
名
が
徒
党
を
組
ん
で
吉
良
邸
に
向
か
っ
た
こ
と
、
誰
▽
人
と

　
　
し
て
咎
め
な
か
っ
た
。

四
、
常
時
百
拾
名
の
警
護
に
守
ら
れ
て
い
た
吉
良
邸
で
、
当
夜
赤

　
　
穂
浪
士
と
戦
っ
た
吉
良
方
の
武
士
は
三
・
四
十
名
で
あ
っ
た
。

五
、
吉
良
邸
か
ら
泉
岳
寺
に
引
き
上
げ
る
赤
穂
浪
士
に
対
し
て
、

　
　
江
戸
詰
め
の
各
藩
は
、
追
っ
手
を
差
し
向
け
ず
見
ぬ
振
り
を

　
　
し
て
い
た
。

等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
武
家
不
断
枕
』
の
著
者
林
仲
助
に
つ
い
て

　
播
州
の
住
人
林
仲
助
な
る
ニ
ハ
歳
の
士
人
が
、
赤
穂
浪
士
の
吉

良
邸
に
討
ち
入
り
無
事
本
懐
を
遂
げ
た
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）

よ
り
三
年
後
の
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
四
月
、
山
城
の
国
宇
治

万
福
寺
（
黄
聚
宗
本
山
）
の
添
書
を
携
え
て
別
府
村
庄
屋
堀
助
之

丞
吉
治
を
訪
ね
持
病
筋
痛
の
湯
治
治
療
を
乞
う
た
。
（
万
福
寺
と

堀
氏
と
の
関
係
は
元
禄
十
一
年
（
ヱ
八
九
八
）
堀
助
之
丞
吉
治
が

開
基
と
な
り
宇
治
万
福
寺
よ
り
業
海
禅
師
を
開
山
に
招
い
て
、
堀

氏
一
族
の
菩
拾
寺
蔭
涼
山
万
松
寺
を
開
い
た
関
係
）

　
堀
氏
は
、
丁
重
に
も
て
な
し
筋
痛
は
二
春
秋
で
完
治
し
た
が
、

彼
が
文
筆
に
秀
で
て
い
た
の
で
周
囲
の
人
々
か
ら
師
表
と
仰
が
れ
、

別
府
万
松
寺
開
山
業
海
と
は
特
に
交
遊
が
深
か
っ
た
の
で
、
流
川

の
堀
助
之
丞
邸
・
仲
町
の
油
屋
与
兵
衛
邸
に
留
ま
っ
て
い
た
。

　
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
二
月
四
日
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
か

は
不
明
だ
が
、
腹
十
文
字
に
掻
っ
切
り
心
臓
に
と
ど
め
を
あ
て
た

ま
ま
打
ち
伏
し
て
息
絶
え
て
い
た
。

　
彼
の
周
り
に
は
、
堀
助
之
丞
吉
治
・
業
海
禅
師
宛
の
書
状
と

『
武
家
不
断
枕
』
『
別
府
湯
治
記
』
と
山
鹿
素
行
・
素
水
親
子
と
大

石
良
雄
・
大
高
源
吾
等
の
書
・
句
短
冊
と
大
小
刀
が
残
さ
れ
て
い

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
堀
助
之
丞
家
伝
）
。
昭
和
四
十
年
当
時
、

別
府
に
残
っ
て
い
る
林
仲
助
の
遺
品
は
、
素
水
の
書
（
浜
脇
Ｋ
家

所
蔵
）
と
宝
寿
と
刻
銘
さ
れ
た
小
刀
（
元
町
Ｈ
家
所
蔵
）
の
み
で

あ
っ
た
。
（
二
豊
史
話
・
義
士
外
伝
）
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安
永
に
至
る
約
ハ
○
年
間
、
京
都
・
大
阪
を
中
心
に
出
版
さ
れ
た

市
民
的
小
説
の
総
称
で
、
井
原
西
鶴
の
『
好
色
一
代
男
』
が
代
表

的
作
品
で
あ
る
。
封
建
制
度
下
の
人
間
生
活
の
種
々
様
々
の
様
子

を
、
現
実
的
に
記
し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
「
好
色
物
」
「
町
人
物
」

「
怪
奇
物
」
か
ら
「
武
家
物
」
に
至
る
ま
で
形
式
・
内
容
共
に
種
々

雑
多
で
あ
る
。

　
通
説
に
よ
る
と
都
の
錦
は
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
生
ま
れ

の
本
名
宍
戸
光
風
・
通
称
与
一
・
浮
世
草
子
作
家
で
、
彼
の
没
年

は
不
明
と
な
っ
て
い
る
。
彼
の
作
家
活
動
は
、
元
禄
一
五
年
に

「
東
海
道
敵
討
・
元
禄
曽
我
」
（
『
元
禄
曽
我
物
語
』
六
巻
）
と

「
古
今
評
判
諸
芸
太
平
記
外
」
（
『
元
禄
太
平
記
』
八
巻
）
を
発
表

し
、
ま
た
翌
年
に
か
け
て
七
作
を
発
表
し
た
。
そ
の
後
江
戸
に
下
っ

た
が
、
放
浪
中
無
宿
狩
り
で
捕
ら
え
ら
れ
て
薩
摩
の
金
山
の
労
役

に
送
ら
れ
た
。
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
特
赦
で
許
さ
れ
て
大
阪

性
を
調
べ
て
み
る
と
、
宝
永
六
年
に
氷
原
で
は
、
都
の
錦
は
薩
摩

の
労
役
が
許
さ
れ
て
大
阪
に
帰
っ
た
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
堀
助

之
丞
家
伝
に
よ
れ
ば
、
同
年
林
仲
助
は
別
府
で
自
刃
し
て
い
る
。

　
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
仲
助
は
、
堀
家
の
記
録
で
は
二
八
歳

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
都
の
錦
は
自
著
の
「
元
禄
太
平
記
」
　
一
巻

の
終
わ
り
に
、

　
　
「
…
…
惜
し
い
か
な
都
の
錦
其
功
い
く
ば
く
も
あ
ら
ず
し
て
、

　
行
年
二
七
を
か
ぎ
り
に
、
西
海
の
浪
の
泡
と
消
ゆ
る
事
、

　
洛
中
書
林
の
涙
ぞ
か
し
」
と
記
し
て
い
る
。

通
説
で
は
「
元
禄
太
平
記
」
は
、
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
十

一
月
に
完
成
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
宝
永
二
年
に
は
都
の
錦

の
歳
は
ご
二
歳
に
な
る
。

　
林
仲
助
は
、
堀
助
之
丞
家
伝
に
よ
れ
ば
筆
禍
事
件
で
薩
摩
の
金

山
に
流
罪
に
、
一
方
都
の
錦
も
江
戸
で
捕
ら
れ
薩
摩
の
金
山
の
労

に
帰
り
、
以
来
往
梅
子
を
称
し
て
執
筆
を
再
開
す
が
、
自
己
意
識
　
　
　
役
に
送
ら
れ
た
と
な
っ
て
お
り
、
と
も
に
薩
摩
の
金
山
に
流
罪
の

過
剰
が
禍
し
て
破
滅
し
た
異
色
の
存
在
で
あ
つ
た
と
伝
え
ら
れ
、
　
　
　
刑
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
云
う
こ
と
は
、
御
公
儀
よ
り
「
松
の

上
田
秋
成
・
平
賀
源
内
と
と
も
に
近
世
三
奇
人
の
で
人
に
数
え
ら

れ
た
。
（
『
世
界
大
百
科
事
典
』
『
大
日
本
百
科
事
典
』
）

　
林
仲
助
と
浮
世
草
子
作
家
・
都
の
錦
と
が
、
同
一
人
物
の
可
能

廊
下
に
紛
ら
わ
し
き
喧
嘩
沙
多
と
雖
ど
も
こ
れ
を
狂
言
に
し
て
は

相
成
ら
ぬ
」
と
の
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
た
の
に
、
彼
は
禁
令
を
破
っ

て
仇
討
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
元
禄
曽
我
物
語
」
（
ま
た
の
名
を

ｌ
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自
刃
し
た
林
仲
助
を
最
初
に
葬
っ
た
墓
は
、
昔
の
海
門
寺
共
同

墓
地
（
現
在
の
海
門
寺
と
海
門
寺
公
園
を
中
心
と
し
た
一
帯
）
内

の
海
門
寺
門
前
の
東
側
に
当
時
在
っ
た
糸
竹
地
蔵
の
近
く
に
在
っ

た
も
の
を
、
共
同
墓
地
整
理
の
た
め
寺
内
の
「
し
ぐ
れ
松
」
根
本

の
現
在
地
に
移
転
し
た
も
の
と
。
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「しぐれ松」根本の墓石

　
も
う
一
つ
は
、
林
仲
助
か
生
前
千
木
風
の
石
祠
を
造
り
寄
宿
先

に
祀
り
、
朝
夕
か
が
さ
ず
お
経
を
上
げ
て
い
た
が
、
自
刃
後
彼
の

遺
髪
を
納
め
共
同
墓
地
内
の
海
門
寺
よ
り
西
方
約
一
町
程
の
小
川
　
‘

沿
い
の
、
油
屋
辱
兵
衛
家
歴
代
の
墓
地
内
に
祀
ら
れ
た
も
の
と
が

あ
つ
だ
（
こ
の
石
祠
が
油
屋
家
墓
地
に
あ
る
の
を
見
る
か
ぎ
り
で

は
、
仲
助
の
自
刃
場
所
は
通
説
の
堀
助
之
丞
宅
と
は
異
な
り
、
仲

町
の
油
屋
与
兵
衛
宅
と
い
え
る
）
。
こ
の
石
祠
も
海
門
寺
共
同
墓

地
整
理
で
油
屋
家
の
墓
石
と
共
に
野
口
原
墓
地
に
移
転
さ
せ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
（
海
門
寺
共
同
墓
地
移
転
は
、
明
治
四
十
四
年
駅
前

通
り
以
北
の
都
市
造
り
の
た
め
の
耕
地
整
理
に
よ
っ
て
、
大
正
末

期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
市
営
野
口
墓
地
に
移
転
さ
せ
ら
れ
た
）
。

　
海
門
寺
墓
地
（
油
屋
家
墓
地
内
）
に
祀
ら
れ
て
い
た
当
初
の
石

祠
は
、
常
に
注
連
縄
が
張
ら
れ
て
お
り
、
腹
痛
に
ご
利
益
が
あ
る

と
信
じ
ら
れ
多
く
の
参
拝
者
が
祈
願
に
訪
れ
て
い
た
。
有
司
の
傍

ら
に
夏
み
か
ん
の
老
木
か
お
り
、
毎
年
数
多
く
の
実
を
つ
け
た
。

参
拝
者
は
、
「
義
上
様
が
喜
ん
で
実
を
つ
け
ら
れ
た
」
と
い
っ
て

誰
も
そ
の
実
を
取
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
み
か
ん
の
老
木

は
、
小
川
の
氾
濫
（
明
治
三
〇
年
頃
）
で
な
く
な
っ
た
等
の
話
は
、

墓
地
整
理
が
行
わ
れ
る
ま
で
土
着
の
古
老
た
ち
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
て
い
た
が
、
墓
地
整
理
で
有
祠
も
野
口
原
に
移
転
さ
せ
ら
れ
て

か
ら
こ
の
話
は
、
語
ら
れ
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
先
祖
か
ら
聞

い
て
お
り
、
ま
た
「
二
豊
史
話
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
利
剣
の
前
で
、
林
仲
助
か
朝
晩
必
ず
お
経
を
よ
ん
で
い
た

事
と
、
彼
の
死
後
こ
の
有
祠
を
「
義
士
様
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と

を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
こ
の
有
祠
は
林
仲
助
か
生
前
赤
穂
浪
士
の

霊
を
祀
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
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「義士様」とよ1ずてていた石祠

　
野
日
原
墓
地
に
移
転
さ
せ
ら
れ
た
石
祠
は
、
三
百
年
に
も
及
ぶ

風
雪
と
近
年
の
酸
性
雨
に
よ
っ
て
原
形
（
千
木
風
）
を
止
め
無
き

程
に
損
傷
激
し
く
、
管
理
者
は
故
事
来
歴
を
知
っ
て
か
か
か
は
知

ら
な
い
が
、
現
在
の
石
祠
内
に
は
二
体
の
「
地
蔵
」
が
祀
ら
れ
て

い
る
。

結
び

　
御
公
儀
の
禁
令
を
犯
し
て
「
元
禄
曽
我
物
語
」
を
発
表
し
捕
ら

え
ら
れ
て
、
薩
摩
の
金
山
に
流
罪
と
な
っ
た
都
の
錦
こ
と
林
仲
助

は
許
さ
れ
て
大
阪
に
帰
っ
た
が
、
自
己
至
上
主
義
の
性
格
が
禍
い

し
て
地
元
上
方
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
宇
治
万
福
寺
の
薦
め
で

薩
摩
の
金
山
で
痛
め
た
筋
痛
を
癒
す
た
め
別
府
に
湯
治
に
来
た
。

　
湯
治
の
傍
ら
筆
を
取
っ
て
、
松
の
廊
下
の
刃
傷
事
件
は
御
公
儀

の
失
政
に
よ
る
も
の
と
し
た
『
武
家
不
断
枕
』
上
下
二
巻
を
完
成

さ
せ
た
が
、
御
公
儀
を
批
判
し
た
も
の
の
た
め
発
行
す
る
術
が
な

く
、
作
者
林
仲
助
は
自
刃
を
も
っ
て
世
の
関
心
を
引
き
た
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
別
府
が
天
領
で
あ
っ
た
た
め
世
に
出
る
こ
と

な
く
三
百
年
間
ヤ
ミ
に
葬
ら
れ
て
い
た
。

　
も
し
「
武
家
不
断
枕
」
が
当
時
世
に
で
て
い
た
ら
幕
府
に
よ
っ

て
、
押
収
さ
れ
完
全
に
ヤ
ミ
に
葬
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

例
え
三
百
年
の
月
日
を
費
や
し
て
も
、
松
の
廊
下
の
刃
傷
事
件
の

真
因
は
、
御
公
儀
の
赤
穂
藩
乗
っ
取
り
に
あ
る
と
附
大
の
関
心
を

呼
び
起
こ
さ
せ
た
こ
と
で
、
林
仲
助
の
自
刃
の
目
的
が
達
せ
ら
れ

た
と
思
う
。

参
考
資
料

　
「
学
と
文
芸
」
・
江
戸
時
代
の
別
府
温
泉
資
料
（
一
～
四
）

　
『
考
証
赤
穂
浪
士
』
『
正
史
赤
穂
義
士
』
『
赤
穂
事
件
の
虚
像
と
謎
』

　
『
忠
臣
蔵
の
世
界
』
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